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Ⅰ 総 論 

１ 目的 

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生ま

れ、かつ、育成される環境の整備を図ることを目的として、平成１５年７月に「次世代育成

支援対策推進法」(以下「次世代法」という。)が制定されました。 

次世代法では、国及び地方公共団体に対し、職員を雇用する「特定事業主」と位置づけ、

一事業主としての立場から、職員の仕事と子育ての両立等を図るため、職場環境の整備等を

盛り込んだ特定事業主行動計画の策定が義務付けられ、本町においても、平成１７年６月に

「山元町特定事業主行動計画」を策定し、取組を進めてきました。 

そうした中、平成２７年８月に女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を

発揮し、活躍できる環境を整備することを目的とした「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）が成立しました。 

この女性活躍推進法においても、先に述べた次世代法と同様に、特定事業主行動計画の策

定が義務付けられたことから、本町においても、次世代法と女性活躍推進法に基づく特定事

業主行動計画の再編を行い、これまで取組を進めてきたところです。 

この度、令和７年度をもって前計画期間が満了したことから、引き続き「女性の活躍」と

「子育て支援」を一体的に推進するため、必要な改訂を行い、新たな『山元町特定事業主行

動計画』を策定するものです。 

 

 

＊参考 

次世代育成支援対策推進法          （時限立法：令和１７年３月３１日まで） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（時限立法：令和１８年３月３１日まで） 
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２ 計画期間 

令和８年度から令和１２年度までの５年間 

   

３ 計画の推進体制    

⑴ 本計画は、関係課等で連携し、推進状況の把握や課題の整理・検討を行いながら、必

要に応じて見直しを行います。 

 

⑵ 啓発資料の作成・配布等により、本計画を全職員に周知します。 

 

４ 計画の公表 

⑴ 本計画及び取り組み状況や目標値に対する実績等については、町ホームページを通じ、

年１回公表します。 

 

Ⅱ 具体的な取り組み内容 

１ 各種制度の周知 

職員に対しては、これまでも母性保護や母性健康管理に関する制度の周知を図ってきたと

ころですが、引き続き、特別休暇（産前産後休暇、妊娠障害休暇、妻の出産休暇等）に加え、

有給休暇の取得勧奨や時間外勤務の抑制を推進するとともに、共済組合による出産費用の給

付等の経済的な支援措置制度について取りまとめた「職員の手引」及び「会計年度任用職員

の手引」を庁内グループウェア等で全職員への周知徹底に努めます。 

また、関係機関等において職員を対象とした「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）」に関する研修会等が開催される場合には、受講について広く周知します。 

 

２ 職員の勤務環境に関する取り組みについて 

⑴ 妊娠中及び出産後における配慮 

妊娠中及び出産後を通して母子の健康を適切に確保するため、次の取り組みを行い、職

場全体で母性保護及び母性健康管理に配慮します。 

 

①  業務分担の見直し 

職員が妊娠を申し出た場合、管理職員は職場内の仕事（重労働、薬品使用等）の見直し

を行うことと併せ、精神面にも十分な配慮を行う等、その職員の負担とならないよう母性

保護に努めます。また、その他の特定職員に負担のかかることのないよう配慮します。 

 

②  時間外勤務等への配慮 

管理職員は、妊娠中の職員から申し出があった場合には、深夜勤務や時間外勤務等を命

じないこととし、申し出がない場合においても健康に配慮します。 

 

⑵ 子どもの出生時における男性職員の休暇の取得促進 

子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つことに対する喜びを実感
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するとともに出産後の配偶者を支援するため、子どもが生まれて父親となる職員に対し、

年次有給休暇等を組み合わせた休暇（５日間程度）の取得促進を図り、併せて職場の理解

を得るための環境づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 子育てしやすい環境の整備 

育児休業及び部分休業に対する職員一人ひとりの意識改革を進めるため、次の取り組み

を行い、育児休業等を取得しやすい環境づくりに努めます。 

 

① 育児休業等の事例制度に関する情報提供 

育児休業及び部分休業の取得例や各種休暇制度について、休暇を取得する予定の職員に

個別に説明を実施し、育児休業等を取得するメリットを周知するとともに、対象職員の不

安の軽減を図ります。 

   

② 育児休業及び部分休業を取得しやすい職場環境の醸成 

育児休業及び部分休業に対する職場の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰囲

気を醸成します。また、男性職員も育児休業のほか、育児参加休暇が取得できることを周

知し、男女とも育児参加の促進を図ります。 

 

③ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰できるよう、休業期間中の職場内の情

報を、適宜、提供する等必要な支援を行います。また、育児休業等を取得したことにより、

人事上の不利な取り扱いを受けることのないよう配慮します。 

 

④ 産前産後休暇取得時等の代替要員の確保 

職員が産前産後休暇又は育児休業を取得する際には、管理職員は職員が安心して休暇等

を取得できるよう、職場内の仕事の分担の見直しを図り、必要に応じて会計年度任用職員

を任用するなど、代替要員の確保に努めます。 

 

⑤ 時差出勤・短時間勤務の活用 

管理職員は早出・遅出、短時間勤務を希望する職員に対して、規則で定める範囲内で時

差出勤等を認めます。 

 

 ⑥ 個別意向の聴取の実施 

  妊娠・出産の申し出時や子が３歳になる前の職員に対し、個別意向の聴取を行い、仕事

目標Ⅰ：妻の出産休暇の取得率の向上              

・妻の出産休暇の取得率 １００％                  

（目標達成年度：令和１２年度） 

これまでの実績 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

該当者 取得者 取得率 該当者 取得者 取得率 該当者 取得者 取得率 

５人 ３人 ６０％ ２人 １人 ５０％ ４人 ３人 ７５％ 

  男性職員が育児へ主体的に関わることができる職場環境を整備し、制度の周知と取得

促進を図ることで、妻の出産休暇取得率１００％を目指します。 
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と育児の両立ができるよう配慮します。 

 

⑦ その他  

両親がともに本町の職員（特定事業主等を定める規則に規定する各特定事業主の職員を

含む）である場合には、女性職員も男性職員も育児休業が取得しやすい環境を整えるた

め、職員に対する意識啓発を行います。 

 

 

⑷ 時間外勤務の縮減 

時間外勤務は、本来、公務のための臨時又は緊急の必要がある場合に行われる勤務であ

るという認識を深め、一層の縮減に向けた取り組みを進めていく必要があり、次に掲げる

取り組みを通じて、各職員の超過勤務時間数を人事院規則に定める上限（１ヶ月について

４５時間、かつ１年について３６０時間の範囲）の達成に努めます。 

 

 ① 時間外勤務を制限すべき職員の周知 

管理職員を対象に、制度上、小学校就学前の子どものいる職員の深夜勤務及び時間外

勤務の制限があることを周知するほか、勤務時間の制限を希望しない場合であっても、

各職場において十分配慮するよう周知します。 

 

② 一斉定時退庁日の徹底 

一斉定時退庁日としている毎週水曜日の「ノー残業デー」には、庁内放送等により定 

時退庁を促すことと併せ、管理職員が率先して定時に退庁します。 

 

③ 深夜勤務の抑制に向けた取り組み 

深夜勤務による疲労の蓄積による心身への影響を考え、午後９時４５分に庁内放送に 

より退庁を促すことと併せ、午後１０時以降に庁内の一斉消灯を実施します。 

 

 

目標Ⅱ：育児休業の取得率の向上  

・女性職員の育児休業取得率    １００％  
・男性職員の育児休業取得率     ８５％以上  

（目標達成年度：令和１２年度） 

これまでの実績 

区分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

該当者 取得者 取得率 該当者 取得者 取得率 該当者 取得者 取得率 

女性職員  ４人  ４人 １００%  ２人 ２人 １００% １人 １人 １００％ 

男性職員  ５人  ５人 １００%  ２人 １人 ５０％ ６人 ４人 ６７％  

過去３年間の女性職員の育児休業取得率は、各年度とも１００％となっています。一
方、男性職員については、令和４年度のみ１００％の取得に留まっており、年度による差
がみられます。 
こうしたことから、女性職員にあってはこれまでの実績を下回らないよう１００％を維

持することとし、男性職員については、制度周知及び職場理解の促進を図ることで段階的

に向上させることで、取得率８５％以上の育児休業の取得を目指します。   
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④ 事務の簡素合理化の推進 

ア 新たな行事等を計画する場合には、目的、効果、必要性等を十分検討し、併せて、

既存の行事等との関係を整理し、ＤＸ化による事務の簡素・合理化を推進します。 

イ 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図ります。 

ウ 特定職員にかかる負担の軽減を図るため、各課等、及び各班の業務量の平準化を図

ります。 

    

⑤ 時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

安易に時間外勤務が行われることのないよう、管理職員をはじめとする全職員で認識 

を深めるとともに意識啓発を行います。 

また、所属ごとの時間外勤勤務の状況や実情を確認し、その後の改善につなげるため、 

必要に応じて人事担当課が時間外勤務の多い職場の管理職員からヒアリングを行うこと

で、「一番忙しい人を存在させない」という意識の醸成を目指し、職員同士の連携に重

点を置いた組織運営を促します。 

 
 
目標Ⅲ：時間外勤務の縮減  

・職員１人当たりの１か月の時間外勤務の平均時間 １２時間以下 

                

                        （目標達成年度：令和１２年度） 

これまでの実績 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１４．６時間 １４．５時間 １４．４時間 

  法令で定める時間外勤務の上限を遵守することを前提としつつ、過去３年間の実績

で、前計画の目標としていた職員１人当たりの１ヶ月の時間外勤務の平均時間２０時

間以下を達成したことから、さらなる事務の簡素・合理化や改善に努め、職員１人当

たりの１ヶ月の時間外勤務の平均時間数を１２時間以下とすることを目指します。 

 

 ⑸  休暇の取得促進 

休暇の取得を促進するため、職員の休暇に対する意識改革を図るとともに、職場にお

ける休暇の取得を容易にするため、次に掲げる措置を実施します。 

 

① 年次有給休暇の取得促進 

管理職員は、所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し計画的な年次休暇の取得促

進を図ります。また、自ら進んで休暇を取得して所属職員にも取得を促す等、職場全体

で休暇を取得しやすい雰囲気の醸成や環境整備を図ります。 

職員についても計画的に仕事を進め、年次有給休暇を効率的・効果的に取得できるよ

う取得促進を図ります。 

 

② 連続休暇等の取得の促進 

ゴールデンウイーク期間や年末年始期間、夏季休暇等と合わせた年次有給休暇の取得、

月曜日・金曜日と休日を組み合わせた年次有給休暇の取得、法令等に基づかない慣例化

した行事や事業の実施時期を見直すこと等により連続休暇の取得促進を図ります。 
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③ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得促進 

   子どもの傷病や予防接種等による看護のほか、学校の休業日や行事への参加等の際に

は、特別休暇（５日以内）や年次有給休暇を活用して休暇を取得しやすい職場の環境づ

くりに努めます。 

   

 

⑹ 家庭・男女の役割についての意識啓発 

  職場で能力を十分に発揮しながら、家庭や地域社会に参画できるよう、次の取り組みを

行います。 

 

① 職員の家事・子育て支援のため、職員が職場、家庭、地域社会にバランスよく参画

できる環境づくりに努めます。 

 

② 職員が家庭と仕事を両立し、能力を十分に発揮できる職場づくりのため、これまで

の働き方や固定的な男女の役割分担意識等を見直す研修等を実施し、意識啓発を進め

ます。 

 

⑺ 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

 

① 子どもの体験活動等の支援 

   職員が、子育てに関する地域活動等に積極的に参加できる環境づくりに努めます。 

 

②  子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

ア 職員が地域の交通安全活動等に積極的に参加できる環境づくりに努めます。 

イ 自動車の運転を行う者に対し、交通安全講習会の実施や専門機関等による安全運

転に関する研修の受講を支援します。 

 

⑻ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活

動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への積極的な職員の参加を推進します。 

目標Ⅳ：年次有給休暇の取得促進 

・職員一人あたりの年次有給休暇平均取得日数 １４日以上 

                      （目標達成年度：令和１２年度） 

これまでの実績 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１０日 １１日 １１日 

  過去３年間の実績では、前計画の目標としていた職員一人あたりの年次有給休暇平

均取得日数１４日を達成することができませんでしたが、年次有給休暇の取得に対す

る職員の意識は向上していることから、職員の年５日以上の確実な取得に加え、年次

有給休暇の取得促進を図るため、引き続き、職員一人あたりの年次有給休暇平均取得

日数１４日以上を目指します。 
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⑼ 心身ともに健康を保持するための取り組み 

  健康診断やストレスチェックの結果に基づく事後指導やケアに継続して取り組みます。 

また、制度上、対象となる職員のほか、希望者や新規採用職員に対してもカウンセラー

等による面談を実施し、心身ともに健康を保持できる取り組みを推進します。 

特に、女性特有の健康課題について、プライバシーに配慮しつつ、相談しやすい体制の

整備や研修等による職場の理解促進に取り組みます。 

 

⑽ ハラスメント防止に関する取り組み 

  ハラスメントの防止に向けて、指針や研修による意識啓発を図り、職員一人ひとりが理

解を深め、職務遂行上の能力を十分に発揮できる風通しのよい職場環境の確保に努めます。 

 

⑾ 不妊治療を受けやすい職場環境づくり 

  仕事と不妊治療が両立できるよう、不妊治療について職場での理解を深めるとともに、

各種休暇制度等の周知を図り、不妊治療を受けやすい職場環境の整備に努めます。 

 

３ 女性職員の活躍推進に関する取り組みについて 

⑴ 女性採用比率の拡大 

女性の職員が、多様なライフイベントを迎えても円滑に職務を継続できるよう、関係制

度の周知と、職場内での理解促進を進め、女性職員の採用拡大につなげます。 
 

⑵ 女性職員の登用率の向上 

性別にかかわらず、キャリア形成に係る研修等の参加を促すとともに、登用に必要な経 

験の獲得機会を拡充する人事配置に努めます。また、ライフステージに合わせた柔軟な勤

務制度の周知・利用促進を推進します。 

 

⑶ 男女間の賃金差異の把握と是正に向けた取り組み 

職員の男女間賃金差異について、職種、役職段階、勤続年数等を踏まえた状況把握を行

い、要因分析を実施するとともに、人事評価制度の適切な運用等を通じて、不合理な賃金

差異が生じないよう努めます。 
 

 

 

 

目標Ⅴ：女性職員の登用率の向上      

 ・女性の管理職登用率 ２５％以上 

（目標達成年度：令和１２年度） 

これまでの実績 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

１５．７％ ２１．０％ ２５．０％ 

 ※各年度とも４月１日現在の数値 

 

過去３年間の実績で、女性管理職の登用率は向上しており、今後も人事評価結果に基

づく昇任・昇格により、これまでの実績を下回らないよう女性管理職の登用率２５％以

上を維持するとともに、一層の向上を目指します。 
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職場環境は、管理職員や一部の職員だけで改善されるものではありません。職

員一人ひとりが意識することにより、より働きやすい空間になります。 

他の職員の立場にたって物事を考え判断し、目配り、気配り、心配りを大切に

し、本計画を実施しましょう。 
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参考資料  

特別休暇（関係部分抜粋） 

№ 休暇の種類 付与日数 

１ 結婚する場合（結婚休暇） 

連続する７日以内（結婚の日（結婚

式の日又は婚姻届の日）の５日前か

ら、結婚の日後１ヵ月を経過するま

で申請可） 

２ 不妊治療に係る通院等する場合 

５日/年の範囲内の期間（体外受精、

その他町長が定める不妊治療の場合

は１０日/年の範囲内の期間） 

３ 
妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害（つわり）の

ため勤務することが著しく困難である場合 
１０日以内 

４ 
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑

の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 

１日１時間又は１日２回それぞれ３

０分 

５ 
妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法に

基づく、保健指導又は健康診査を受ける場合 
必要と認められる期間 

６ 
妊娠中の女性職員が業務によって母体又は胎児の健康

保持に影響がある場合に休息又は捕食を行う場合 
必要と認められる期間 

７ 女性職員が妊娠１２週間未満で流産した場合 １０日以内で必要と認められる期間 

８ 

産前休暇（～出産日当日） 

※出産予定日より早く生まれた場合、又は遅く生まれ

た場合でも実際の出産日までが産前休暇 

出産予定日の６週間前から（多胎妊

娠は産前１４週間以内） 

９ 産後休暇（出産日翌日～） 産後８週間を経過する日まで 

１０ 職員が生後満１年に達しない子を育てる場合(育児休暇) 
１日１時間又は１日２回それぞれ３

０分 

１１ 
女性職員が生理日において勤務することが著しく困難

な場合 
２日以内 

１２ 

職員が妻の出産に伴い勤務しないことがあることが相

当であると認められる場合出産に係る入院等の日から

当該出産の日後２週間を経過する日まで 

２日以内（１日ずつ２回に分けて取

得可） 

１３ 

職員の妻が出産する場合で出産予定の６週間(多胎妊娠

は１４週間)前の日から、出産日以降１年を経過する日

まで期間の範囲内とし、出産に係る子又は小学校就学

前までの子を職員が養育のため勤務しないことが相当

であると認められる場合 

５日以内で必要と認められる期間 

１４ 
職員の保護する乳幼児（小学校就学前の子）が、健康

診査又は予防接種を受ける場合 
必要と認められる期間 

１５ 

９歳に達する日の最初の３月３１日までの間の子を養

育する職員がその子の看護、又は学校の休業等に伴う

子の世話、その子の教育・保育に係る行事への参加の

ため勤務しないことが相当であると認められる場合 

５日/年の範囲内の期間（子が２人以

上の場合は１０日） 

１６ 
夏季休暇（盆等の諸行事を行い、又は心身の健康維持

及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合） 

７月から９月までの期間内で５日以

内（当該期間が業務の繁忙期等の理

由により、取得が困難な場合は６月

から１０月までの期間） 

１７ その他任命権者が特に必要と認める場合 承認を得た期間 

 

 

 


